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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内視鏡の先端部分に装着可能な内視鏡付属品（１２）と、
内視鏡シャフトに装着されるように構成されている制御ハンドル（１４）と、
前記制御ハンドルを動作可能に前記内視鏡付属品に連結する制御シース（１６）であって
、該制御ハンドルは該制御シースを摺動可能に受け、該制御ハンドルは基端（９６）と先
端（９８）を有し、該制御シースは該制御ハンドルの基端から延びて、ループ（９９）を
形成し、該制御ハンドルの基端でガイドチャネルに入り、該制御シースは該制御ハンドル
の先端で該ガイドチャネルから延びて、該内視鏡付属品にまで延在することを特徴とする
制御シースと、を具備する、内視鏡付属品制御システム。
【請求項２】
前記制御ハンドル（１４）は、内視鏡シャフト（１８）に摺動可能に装着することができ
る、請求項１に記載の内視鏡付属品制御システム。
【請求項３】
前記制御ハンドル（１４）は、内視鏡シャフト（１８）に着脱自在に装着することができ
る、請求項１に記載の内視鏡付属品制御システム。
【請求項４】
内視鏡付属品（１２）および制御ハンドルが内視鏡に装着されているときには、前記制御
シース（１６）は前記内視鏡シャフト（１８）の外部に延在するように構成される、請求
項１に記載の内視鏡付属品制御システム。
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【請求項５】
前記制御ハンドル（１４）は、前記内視鏡シャフト（１８）に側方向に装着されるように
構成された、請求項３に記載の内視鏡付属品制御システム。
【請求項６】
前記制御ハンドルは、複数の下向きに延在し且つ湾曲した突起部（８４、８６、８８、９
０）を有するように構成され、前記突起部は円周経路を画成し、それを通って内視鏡シャ
フト（１８）が摺動可能に通過することもできる、請求項５に記載の内視鏡付属品制御シ
ステム。
【請求項７】
前記制御ハンドル（１４）は、ユーザが一方の手によって、前記制御ハンドルと該制御ハ
ンドルが装着される内視鏡シャフト（１８）の一部の双方を把持できるように構成される
、請求項１に記載の内視鏡付属品制御システム。
【請求項８】
内視鏡付属品（１２）の少なくとも２つの機能を操作するための少なくとも２つの制御要
素（１０２、１２０）をさらに具備する、請求項１に記載の内視鏡付属品制御システム。
【請求項９】
内視鏡の先端に装着された内視鏡付属品（１２）を有し、内視鏡シャフト（１８）に装着
された制御ハンドル（１４）を有する内視鏡との組み合わせにて使用される、請求項１乃
至８のいずれか一項に記載の内視鏡付属品制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡、内視鏡とともに使用される付属装置、および、関連方法に関する。
特に、本発明は、医療装置および内視鏡を備えた内視鏡付属品の使用を容易にすることに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、様々な疾病を遠隔的に評価し治療する目的のために、患者の自然の体腔およ
び窩を通ってナビゲートすることができる細長い器具である。内視鏡は、その長さ方向に
沿って画像を医療提供者に伝える光ファイバ要素によって提供される観察能力を有する。
内視鏡は、身体の特定の治療区域をナビゲートするために、長さ、直径、可撓性、および
、内腔構成が、特定の形状に構成されてもよい。特定の形状に構成された内視鏡の例とし
て、たとえば、腹腔鏡、十二指腸鏡、結腸鏡、Ｓ状結腸鏡、気管支鏡および尿道鏡が挙げ
られる。遠隔観察能力と組み合わせて、内視鏡は、作業チャネルを提供するように構成さ
れることが多く、それを通って、シャフトに装着されたツールおよび医療器具がナビゲー
トされ遠隔的に操作されることもある。加えて、内視鏡シャフト自体が、内視鏡を通して
部位を直接視覚化することを可能にしながら、内部治療部位で遠隔的に処置を行うための
医療器具を担持することもある。
【０００３】
　現在、内視鏡とともに使用される器具および付属品は、器具の先端作業端から、患者の
体外にある基端まで延在して、医者が装置を操作することができるメカニズムを提供する
シャフトを使用する。内視鏡とともに使用されるときには、器具のシャフトは、決まって
内視鏡の作業チャネルを通って進み、そのため、装置は内視鏡の遠位面を遠位に延在し、
一方、近位端は、内視鏡の制御ハンドルのポートを通って延在し、医者が器具を操作する
ための手段を提供する。一定の内視鏡付属品の場合には、装置の遠位端は内視鏡の遠位端
の外部表面に直接接着する。しかし、内視鏡の遠位端に接着する付属品でさえ、ケーブル
またはワイヤ等の制御要素は、内視鏡の作業チャネルを通って進まなければならない。
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５，２０１，９０８号明細書
【特許文献２】米国特許第６，１３６，００９号明細書
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　内視鏡の作業チャネルを通って進む器具および付属品の配列は、その組み合わせを操作
するユーザに、数種類の問題を提示する。第１に、装置を設定することが、医者には厄介
で時間のかかることがある。内視鏡の遠位端に接着する付属品を使用する際には、処置の
ための準備する医者または技師は、最初に、付属品用の制御要素を内視鏡の作業チャネル
内にバックロード（back load）しなければならない。この手順は、付属品用の制御ケー
ブルまたはワイヤを内視鏡の遠位端で作業チャネル内に通し、ワイヤが内視鏡の制御ハン
ドルのポートから突出するまでワイヤを進ませることを必然的に伴う。作業チャネルを通
って制御要素を挿入した後に、付属品は内視鏡の先端に固定されてもよい。組立の最終ス
テップとして、処置中に医者が操作する付属品制御モジュールは、制御要素の基端に接続
されなければならず、次いで、何らかのやり方で内視鏡制御ハンドルに固定されなければ
ならない。そのような制御モジュールを内視鏡制御ハンドルに接続するための手段は、付
属品が特定の内視鏡制御ハンドル設定用に設計されていないこともあるため、扱いにくい
こともあり、安全ではないこともある。
【０００６】
　上述の非常に長い設定手順後に、処置中に医者が直面する別の問題は、内視鏡と付属品
との両方を同時に制御することである。典型的には、追加の付属品なしで行われる内視鏡
手術では、医者は左手に内視鏡制御ハンドルを保持し、一方、右手で、シャフトの長手方
向運動を進め制御し、シャフトをその中間部分で把持する。付属品が加わるときには、基
端側制御モジュールは、手術中に医者の手で操作しなければならない第３の要素の操作と
いう問題を提示する。明らかに、２本の手しか利用できないため、医者は、処置中に内視
鏡付属品の組み合わせを制御するために、別の人間の補助がなければならない。あるいは
、医者は、処置の様々な部分で第３の要素を操作するために、１つの制御要素の制御を解
放しなければならない。しかし、内視鏡シャフトか、または、内視鏡コントロールまたは
付属品コントロールの一方か、が解放されるときには、その要素は、小さな望ましくない
運動を受けやすく、それは結果として、装置が意図された内部治療部位から離れるように
動くことになることもある。内視鏡と、それとともに使用されている付属品または器具と
、の両方を２本の手で制御することができるシステムを提供することが望ましい。
【０００７】
　現在の内視鏡付属品および内視鏡器具の別の不利点は、医療処置中にそうでなければ他
の目的のために使用することができる内視鏡の作業腔を、その制御シャフトが通らなけれ
ばならないことである。合理的に小さな直径を提供するために、内視鏡は、付属品を受け
入れるかまたは他の操作用の内腔を提供するために、作業チャネルに限定された追加空間
しか提供することができない。したがって、単一の付属品用の制御要素が作業チャネルに
よって提供された空間を取るときには、チャネルを通る他の器具または手順の使用は必然
的に妨げられるかまたは排除される。作業チャネルを通って延在する付属品用の制御要素
のため、第２の装置、たとえば、薬物治療用の注射針は、作業チャネルを通って進むこと
はできず、したがって、内視鏡の第２のその後の挿管で、部位へナビゲートされなければ
ならず、これは、手術時間および患者への危険を増大する。加えて、吸引等の機能は、内
視鏡の作業チャネル内に制御要素が存在することによって妨げられる。内在する制御要素
によって主に使用される作業チャネルの直径のため、チャネルを通る真空が減少し、吸引
機能が害される。吸引の効果が減少することは、血液および組織が内視鏡の遠位端を覆っ
て観察能力を抑制する場合に、問題となることがある。不十分な吸引は、内視鏡の先端の
区域から組織残屑を適切に取り除かないこともある。また、チャネル内に吸い込まれる残
屑および血液は、付属品制御要素のスムーズな操作を妨害することもある。さらに、チャ
ンバ内に組織の区域を集めるために吸引を必要とする処置、たとえば、バンド結紮または
縫合は、吸引能力が減少したことによってマイナスの影響を受けることもある。したがっ
て、内視鏡の作業チャネルの使用を独占しない内視鏡付属品制御システムを提供すること
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が望ましい。
【０００８】
　本発明の目的は、内視鏡シャフトの外部に装着して、付属品の装着を容易にし且つ内視
鏡の作業チャネルを使用することを回避し、そのため、他の器具または操作のために開い
たままであってもよい内視鏡付属品制御システムを提供することである。
【０００９】
　本発明の別の目的は、内視鏡および付属品の組み合わせを２本の手で操作することを可
能にする内視鏡付属品制御システムを提供することである。
【００１０】
　本発明の別の目的は、片手で内視鏡シャフトの把持を可能にし且つ付属品制御要素を操
作することを可能にする制御ハンドルを提供する内視鏡付属品制御システムを提供するこ
とである。
【００１１】
　本発明の別の目的は、広く様々な器具および手術装置を内視鏡と組み合わせて使用する
ことができるプラットフォームとして作用することができる内視鏡付属品制御システムを
提供することである。
【００１２】
　本発明の別の目的は、内視鏡の基端で内視鏡コントロールを操作するために一方の手を
使用し、シャフトの基端と先端との間で内視鏡シャフトに位置決めされた内視鏡付属品コ
ントロールを操作するために他方の手を使用することによって、内視鏡および内視鏡付属
品を操作する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、一緒に使用される内視鏡の外部にある内視鏡付属品制御システムを提供する
。内視鏡の外部に残ることによって、制御システムは、処置の前に様々な内視鏡付属品お
よび器具を即座におよび容易にいずれの内視鏡にも加えることができるプラットフォーム
を提供する。
【００１４】
　付属品の先端側操作部分用の制御要素は内視鏡の外部に残るため、付属品の装着は、本
発明によって容易にされる。制御ワイヤを内視鏡の作業チャネルを通ってバックロードす
るのに時間を使う必要はない。むしろ、制御要素が内視鏡の外部にあり制御ハンドルへ延
在する間に、遠位部分を内視鏡の遠位端に即座に取り付けられてもよい。
【００１５】
　本発明は、付属品制御要素が作業チャネルを通って延在しないため、制御ハンドルの配
置を改良して２本の手の操作を容易にする。付属品制御要素の基端は、内視鏡制御ハンド
ルの作業チャネル基端ポートから延在する必要はない。これによって、付属品制御ハンド
ルが、内視鏡シャフト中間部分に沿ったいずれの点で制御要素の端にあることを可能にす
る。したがって、医者が通常内視鏡シャフトを把持してそれを制御する場所に制御ハンド
ルを配置することができる。内視鏡付属品用の制御ハンドルは、内視鏡シャフトへ外部か
ら装着され、その長さ方向に沿って摺動可能であり、内視鏡のシャフトとともに医者の手
によって把持されるように構成され、そのため、両方とも片手で同時に制御することがで
きる。ハンドルの人間工学的コントロールが、ハンドルの位置を内視鏡に沿って制御し内
視鏡シャフトの患者に対する運動を制御しながら、医者が付属品制御要素を容易に操作す
ることを可能にする。
【００１６】
　内視鏡の外部にある内視鏡付属品用の制御要素のため、内視鏡の作業チャネルは、専用
の機能、たとえば、吸引または注入のために、または、所与の処置で有用でありうる他の
器具が通るために、開いたままである。
【００１７】
　本発明の前述のおよび他の目的および利点は、添付の図面を参照して、下記のさらなる
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説明から、より完全に理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１に示される内視鏡付属品制御システム１０は、制御シース１６を経由して制御ハン
ドル１４内に結合された付属品先端操作部分１２を具備する。先端部分１２は、内視鏡の
先端に着脱自在に装着される。図面に示され例示的な実施形態の中で検討される先端部分
１２は、その部位で出血を防止するために、内部組織場所たとえば静脈瘤へ結紮バンドを
送出するように構成された複数バンド内視鏡結紮である。他の種類の付属品、たとえば、
鉗子、切開器具または縫合装置等が、ここで検討される操作部品１２として置き換えるこ
とができることを理解すべきである。付属品の先端部分は、シース１６を通って摺動可能
な制御ワイヤによって操作され、シース１６は、基端側に、内視鏡の外部で制御ハンドル
１４へ延在する。制御ハンドルは、内視鏡シャフトの外部に摺動可能に且つ着脱自在に取
り付けられる。
【００１９】
　食道静脈瘤の治療等のバンド結紮装置の例示的な使用において、取り付けられた結紮１
２を備えた内視鏡１８の先端が、図１Ａおよび１Ｂに示されるように、患者の口１１を通
って食道へ下に進む。治療部位は、この場合は静脈瘤は、内視鏡で見て突きとめられる。
静脈瘤部位が突きとめられたときには、可撓性のある内視鏡の先端は曲げられ、内視鏡の
先端面を静脈瘤場所へナビゲートする。次いで、内視鏡を通って真空が加えられ、静脈瘤
を取り囲む組織の部分を結紮内に集め、弾性のある結紮バンドが結紮装置から、集められ
た組織に且つそれを取り囲むように進められ、出血を止める。
【００２０】
　付属品装置の先端部分１２は、図２Ａおよび２Ｂに示されるように、内視鏡１８の先端
に摺動可能に装着されてもよい。あるいは、先端部分は、内視鏡の作業チャネル内に先端
部分の要素を挿入することによって、内視鏡の先端に結合されてもよい。先端部分１２は
、内視鏡の先端１８にバックロードされ、基端側に摺動し、そのため、先端部分の先端は
、内視鏡の先端面１５と実質的に同一平面上にある。装置の先端部分１２は、内視鏡に摩
擦式に保持される。装置が内視鏡１８に装着されたときには、制御ワイヤを含有し先端部
分に接続されたシース１６は、図１Ａおよび１Ｂに示されるように、内視鏡シャフトに平
行に延在し、制御ハンドル１４まで基端側に延在する。
【００２１】
　図３は、付属品の先端部分１２の組み立て図を示す。本発明のシステムの付属品の先端
部分がどのように構成され作動し内視鏡に装着されるかを例示するために、結紮装置とし
て構成された付属品の例が提示される。個別の構成要素を明らかにする装置の先端部分の
分解図が、図４に示される。図３に示されるバンド結紮の例において、先端部分１２は、
３つの同軸的に配列されたチューブから構成され、すなわち、静止スリーブ２０（最内側
チューブ）、バンドキャリア２２（中間チューブ）およびバンドドライバ２４（外側チュ
ーブ）である。装置の操作は、バンドの送出を行うチューブの相対摺動運動に関与する。
付属品の先端部分１２の構成要素の運動は、付属品制御ハンドル１４に付いている制御要
素を操作することによって達成される。
【００２２】
　装置が、静脈瘤場所等の組織治療部位へナビゲートされたときには、バンドドライバ２
４およびバンドキャリア２２が静止スリーブ２０の上で基端側に位置決めされるように、
チューブは収縮位置にある。この位置で、先端部分１２は、内視鏡の先端面１５上の観察
レンズ１１を介した周囲観察を妨害しない（図２Ｂおよび３）。静脈瘤部位に到達したと
きには、バンドドライバ２４およびバンドキャリア２２は一緒に、図５に示される位置へ
、静止スリーブ２０に対して先端側に摺動される。静止スリーブにおけるその先端側への
移動によって、バンドキャリア２２およびバンドドライバ２４は一緒に、内視鏡の先端面
を超えて伸ばされる。バンドキャリアの円筒形内部は真空チャンバを形成し、その基端で
内視鏡先端面１５によって閉じられ、先端で開口されて組織を受け入れる。バンドキャリ
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ア２２およびバンドドライバ２４は、透明なポリマー材料から作られることが好ましく、
先端面１５を越えて進むときに内視鏡を介した周囲観察への妨害を最小限にする。組織は
、吸引力が真空ポート１３を通って内視鏡の先端面に加えられるときに、真空チャンバ内
に吸引される。組織が真空チャンバ内に吸引されるため、バンドドライバ２４は、次いで
、バンドキャリア２２に対して先端側に摺動される。バンドキャリアから半径方向に内向
きに突出しもっとも先端側のバンドの基端側に係合するフィンガ６４は、バンド３４をバ
ンドキャリアから組織へ押すように作用する（図６）。
【００２３】
　図４に提示された先端部分１２の分解図は、上述の付属品の操作を可能にする構成要素
の配列を示す。静止スリーブ２０は、最内側チューブであり、装置の先端部分を構成する
すべての構成要素を組み立てるための基部部材として作用する。静止スリーブは小直径部
分２３を有し、これは、スリーブの基端で大直径部分２１へ上がる。環状真空シール３０
が、大直径部分２１内に嵌められてもよい。基端リテイナ２８が、拡大直径の基端部分２
１内にスナップ嵌めし、真空シール３０をアセンブリ内に捕らえる。真空シールは、装置
が内視鏡シャフトに真空密摩擦嵌合を提供するのを補助し、それは、バンドキャリアが拡
張され真空が加えられるときに真空チャンバにより大きな吸引力を促すのを補助する。シ
ース１６は、基端側に位置するハンドルへ導く制御ワイヤを収容し、基端リテイナ２８の
レセプタクル２９で終端し固定される。
【００２４】
　真空シールリング３２は、静止スリーブ２０の外側表面とバンドキャリア２２の内部表
面との間に位置決めされる。これら２つの円筒の間に真空シールリングが存在することは
、バンドキャリア２２が静止スリーブ２０に対して先端側に且つ内視鏡の先端面１５を越
えて摺動されて組織を捕らえるときに、形成された真空チャンバ内に十分な吸引力が創り
出されるのを確実にするのを補助する。
【００２５】
　バンドキャリア２２およびバンドドライバ２４は一緒に、静止制御ワイヤ５２がシース
１６に対して先端側に動くことによって、静止スリーブ２０に対して長手方向に動かされ
てもよい。静止ワイヤ５２は、バンドキャリアの基端でリブ５６に形成されたＵ字形レセ
プタクル５４のまわりを包みそれに固定して保持される。制御ワイヤがＵ字形レセプタク
ルを通って延在するため、ワイヤの一方の側は、装置の制御ハンドル１４へシース１６を
通って基端側に戻って延在する。Ｕ字形チャネルの他方の側を通って延在する制御ワイヤ
の端は、基端側にわずかに継続して、ボール先端５８に終端する伸張部６０を提供する。
伸張部６０は、ワイヤのみが通るには十分に大きいがボール先端には十分ではない静止ス
リーブおよび基端リテイナ２８内の通路を通って摺動する。ボール先端が通路（図示せず
）に到達すると、これは、ワイヤの先端方向への長手方向移動を停止する。ワイヤ６０お
よびボール先端５８の残っている長さは、中断されることなくバンドキャリア２２が静止
スリーブ２０上に有することができる長手方向移動の量に対応する。このようにして、ワ
イヤ６０およびボールストップ５８の残っている部分は、安全限界ストップを構成し、こ
れは、バンドキャリアが使用中に拡張され過ぎるのを防止する。
【００２６】
　バンドドライバ２４は、上記に検討されたように、対角線上に対向するチャネル４７内
で摺動するように配列された弾性のあるアーム６４を備えたバンドキャリア上に摺動可能
に受け取られる。バンドドライバリテイナ２６は、バンドドライバ２４の基端内にスナッ
プ嵌めし、ドライバ制御ワイヤ５３を固定的に受け取り、そのため、バンドキャリア２２
および静止スリーブ２０に対するドライバの長手方向の運動は、基端側に位置したハンド
ルから影響されることがある。
【００２７】
　上述のように、制御シース１６は、摺動可能な制御ワイヤ５２および５３を担持し、各
々が制御ハンドル１４に結合され、特に、図７に示されるように、制御ハンドルのオペレ
ータコントロールに結合され、それによってユーザがシースの先端にある付属品を操作す
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るのを可能にする。たとえば、スライド１０２およびサムレバー１２０等のオペレータコ
ントロールが、制御ハンドル１４に外部から装着されてもよく、ワイヤ５２およびワイヤ
５３をシース１６に対して動かすように構成され、付属品先端部分１２の構成要素の対応
する相対運動を発生させる。上述のバンド結紮の例において、ワイヤの互いに対する運動
は、結紮バンドを担持する内側円筒形バンドキャリアと、図３、５および６に示されるよ
うなバンドキャリアからバンドを押すように構成された外側円筒形バンドドライバと、の
間に相対的な長手方向の摺動運動を発生させる。バンド結紮等の操作を達成するために制
御ワイヤが付属品とどのように構成されてもよいかに関するさらなる詳細説明のためには
、米国特許第６，１３６，００９号（Ｍｅａｒｓ）（特許文献２）、または、２００２年
９月６日に出願された予備出願第６０／４０８，５５５号に基づいて２００３年９月５日
に出願された同時係属の米国特許出願、発明の名称「内視鏡バンド結紮（Ｅｎｄｏｓｃｏ
ｐｉｃ　Ｂａｎｄ　Ｌｉｇａｔｏｒ）」を参照されたい。その各々は、参照によりここに
組み込まれる。
【００２８】
　ハンドル１４は、内視鏡シャフト１８に解放可能に且つ摺動可能に装着されるように構
成され（図１Ａ、１Ｂに、および、図７の陰線に示される）、オペレータが、ハンドルと
内視鏡シャフトの中間部分との両方を片手で同時に把持し制御するのを可能にするような
サイズおよび形状である。ユーザがハンドルおよびシャフトを把持するのをわずかに解放
することによって、ハンドルは、内視鏡シャフトに対して摺動されて、内視鏡が患者内を
進むかまたは患者から取り外されるときに、ハンドルをユーザの身体に対して快適な位置
に維持することができる。
【００２９】
　制御ハンドル１４は、図８Ａおよび８Ｂに示される２つの成形プラスチック本体の半体
８０および８２から形成されてもよい。左側本体の半体８０は、図７に組み立てられたハ
ンドル構成要素を備えて示される。組み立てられたハンドルは、本体の半体から延在して
内視鏡シャフトを緩く取り巻く湾曲したフォーク８４、８６、８８および９０の曲がった
配列によって、内視鏡シャフト１８に摺動可能に且つ解放可能に保持される。本体の半体
が組み立てられるときには、フォークは長手方向に交互になるが、下向きにまわりに湾曲
し、円周経路に重なり合ってこれを画成し、それによって、一緒に、中にある円形内視鏡
シャフトのまわりに完全な円周支持を提供する。依然として、フォークは、ハンドルの長
手方向軸から離れて傾斜しているときに、シャフトの通過を可能にするのに十分に交互に
なっている。フォークの曲がった配列のため、シャフトの端からハンドルを滑らせるため
に内視鏡の端構成要素を取り外す必要なく、ハンドルを内視鏡シャフトに取り付けること
ができるか、または、内視鏡シャフトから側方向に取り外すことができる。
【００３０】
　ひとたび装着されると、ハンドル１４は、医者の右手で内視鏡シャフト１８に沿って長
手方向に摺動されることができ、または、湾曲したフォークの間で内視鏡とハンドルとを
一緒に把持することによって一時的に適所に制止される。ハンドルが内視鏡に沿って長手
方向に摺動されるときに、シース１６は、ハンドルとバンド結紮の先端部分１２との間の
距離の対応する変化に適応するために、ハンドルの本体を通って形成されたシースガイド
チャネル９２を通って自由に摺動する。自由な長さ調節機能を維持しながらシースを通る
スムーズな装置の操作を維持するために、シースの基端９４は、オペレータコントロール
に結合されており、ハンドル基端９６を出るように配列される。シースは、次いで、ルー
プ９９を形成し、その方向を逆にし、シースガイドチャネル９２を通ってハンドルに再度
入る。シースは、シースガイドチャネル９２を通って摺動可能に受け取られ、ハンドルの
先端９８を出て、内視鏡の外部で、バンド結紮の先端部分１２への接続へ、先端側に継続
する。
【００３１】
　逆ループ構成は、ハンドルと装置の先端部分１２との間の区域でシース１６が曲がるの
を防止し、これは、シースを通る制御ワイヤ５３および５２の操作に妨害を生じさせ、且
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つ、内視鏡に沿ったハンドルの滑らかな内視鏡運動に妨害を生じさせる。代わりに、ハン
ドルが内視鏡に沿って長手方向に動くときに、シース１６はシースガイドチャネル９２を
通って摺動し、ループ９９のサイズが変化してハンドルと先端部分１２との間の距離の変
化に適応する。ハンドルの基端側９６におけるループのサイズは、内視鏡に沿ったハンド
ルの運動を妨害せず、また、シースが、制御機構への取付にすぐ隣接する基端９４の重要
区域で曲がるように強制されないときに、制御ワイヤの操作を妨害しない。ストップ１０
１がシースの外部に固定され、ループ９９の湾曲が過度にきつくなり制御ワイヤの操作を
害する可能性があるようにシースガイドチャネル９２内に深く供給され過ぎるのを防止す
る。
【００３２】
　したがって、前述から、様々な異なる内視鏡ツールへ適合可能な外部に装着された内視
鏡付属品制御システムが提示されているのを見ることができる。しかし、本発明の前述の
説明は、単に例示的なものであり、他の修正例、実施の形態および等価物が、その精神か
ら逸脱せず、当業者には明らかであってもよいことを、理解すべきである。本発明をこの
ように説明してきたが、特許証によって請求し確保したいことは、特許請求の範囲の通り
である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の内視鏡付属品制御システムの部分断面図であり、図１Ａは左手で内視鏡
コントロールを把持し右手で本発明のシステム用の制御ハンドルを把持するオペレータを
例示する図であり、図１Ｂは内視鏡に装着された本発明のシステムの付属品およびシース
を患者内に挿入するオペレータを例示する図である。
【図２】図２Ａは内視鏡に装着する前の付属品の先端部分およびシースを例示する等角図
であり、図２Ｂは内視鏡の先端に装着された付属品の先端部分およびシースを例示する等
角図である。
【図３】付属品バンド結紮の先端部分の側面図である。
【図４】付属品バンド結紮の先端部分の構成要素の分解図である。
【図５】静止スリーブに対して拡張位置にあるバンドキャリアおよびバンドドライバを備
えた付属品バンド結紮の先端部分の側面図である。
【図６】バンドを解放するために、静止スリーブに対して拡張したバンドキャリアと、バ
ンドキャリアに対して拡張したバンドドライバと、を備えた付属品バンド結紮の先端部分
の側面図である。
【図７】内視鏡（陰線で示される）に装着された制御ハンドルの断面図である。
【図８】図８Ａ及び図８Ｂは制御ハンドルアセンブリの左および右の本体の半体の等角図
である。
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